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★紀州田辺観梅協会事務局（観光振興課内）
★ 0739（26）9931（期間中直通）
★ 0739（26）9929（観光振興課）
★ https://www.tanabe-kanko.jp/

★やすらぎ対策課 高齢福祉係（市民総合センター
1 階）
〒 646-0028  高雄一丁目 23-1
★ 0739（26）4910
★ 0739（25）3994
★ yasuragi@city.tanabe.lg.jp
★ http://www.city.tanabe.lg.jp/
yasuragi/chyouju-plan-soan.html

★田辺市キャッシュレス決済ポイント最大 20％
戻ってくるキャンペーン第 2 弾事務局
★ 0120（235）357
★ https://cashless2.city.tanabe.lg.jp

ご当地キャラまつりや梅ジュース作り体験などイベント盛りだくさん！

紀州石神田辺梅林でイベントを開催します
☆ 2 月 10 日㊏～ 3 月 3 日㊐
☆ 9 時～ 17 時
■駐車場（無料）　休憩所屋上駐車場 20 台、臨
時駐車場 50 台　

田辺市キャッシュレス決済ポイント最大 20％戻ってくるキャンペーン第 2弾

キャッシュレス利用者向け説明会を開催します

★開園期間中開催
・恒例！春を先取り「石神市」
・石神母さん特製弁当販売（前々日 17 時までに要
予約）
・クイズ！「梅干何個？何グラム？」
・観梅スタンプラリー
・インスタグラム投稿キャンペーン
・紀州石神田辺梅林フォトコンテスト

　4 月 1 日㊊～ 30 日㊋に、キャッシュレス決済ポイント最大 20％戻ってくるキャンペーン（4 つの決済
サービスご利用で最大 12,000 円相当のポイント還元）を開催するにあたり、市民の皆さんを対象に、キャ
ンペーンの概要やスマホへのアプリの入れ方、使い方等の説明会を開催します。

開催日 開催時間 定員 場所

2 月 17 日㊏
10 時～ 12 時

各 20 名
［先着］

大塔健康プラザ 2階「大会議室」
14 時～ 16 時 龍神行政局 2階「大会議室」

2月 18 日㊐
10 時～ 12 時 中辺路コミュニティセンター 2階「中会議室」
14 時～ 16 時 世界遺産熊野本宮館 1階「多目的ホール」

2月 24 日㊏
10 時～ 12 時 上秋津公民館 1階「大会議室」
14 時～ 16 時 市民総合センター 2階「交流ホール」

2月 25 日㊐ 10 時～ 12 時 中部公民館（田辺第一小学校内）1階「大集会室」

■対象決済サービス
PayPay・楽天ペイ・auPAY・ｄ払い
★スマホ
★各説明会日の前々日までに右記へ電話又はホー
ムページからお申し込みください。

※ 1つの決済サービスにつき約 30 分で、4つの説明を聞く場合は約 2時間かかります。

意見公募手続（パブリックコメント）

皆さんのご意見をお聞かせください

開催日 イベント内容
2 月 11 日㊐㊗ 紀州天満宮『梅花祭』

2月 23 日㊎㊗

豊穣祈願餅まき大会

梅林ウォーク（有料）
※詳しくは田辺観光ボランティア
ガイドの会 （★ 0739-25-4919）へ

2月 25 日㊐
『祝梅祭』

野点・大正琴演奏会

3月 3日㊐

石神　大感謝餅まき大会

ご当地キャラまつり　

神島屋特別出店！

毎週㊐㊗
梅ジュース作り体験
石神の焼きいも販売

　高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立した
生活を送るための施策や介護サービスを円滑に実
施するための計画（令和 6 年度～ 8 年度）の策
定を進めています。
■意見募集期間　2 月 5 日㊊～ 16 日㊎［必着］
★所定の様式に必要事項を記入の上、右記へお持
ちいただくか、郵送、FAX、メールで提出してく
ださい。素案及び様式は、2 月 5 日㊊から右記又
は各行政局住民福祉課（19 ページ参照）で配布
するほか、ホームページからも取得できます。

【田辺市高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画】

☆次のいずれかに該当する方
◇市内に在住・在勤・在学中の方
◇市内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体
◇上記に掲げる方のほか、計画内容により影響を受ける個人、法人及びその他の団体
■意見の公表　いただいたご意見等の概要及びこれに対する市の考え方について、ホームページ等を通じて
公表します。ただし、一人ひとりのご意見に対して、市の考え方をお示しするものではありません。なお、
個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載しません。

価格高騰等の影響による負担を軽減します

住民税非課税世帯支援金 7万円を支給します
★令和 5 年 12 月 1 日時点で、世帯全員の令和 5
年度分の住民税が非課税の世帯（住民税が課税さ
れている者の扶養親族等のみからなる世帯を除
く）
★対象の方には順次、確認書を送付しています。
確認書に必要事項を記入の上、４月 30 日㊋まで
に返信してください。

■ DV 等で避難されている方へ
　田辺市に住民票を移していない DV 等で田辺市に
避難されている方は、下記へお問い合わせください。
★田辺市住民税非課税世帯支援金コールセンター

（平日 9 時～ 17 時、4 月 30 日㊋まで）　
★ 0120（300）620

も取得できます。
★男女共同参画推進室（市民総合センター 4 階）
〒 646-0028  高雄一丁目 23-1
★ 0739（26）4936
★ 0739（24）8323
★ danjo@city.tanabe.lg.jp
★ https://www.city.tanabe.lg.jp/
danjo/puran3pabukome.html

　男女共同参画に関する取組を推進するための計
画として、「第 3 次田辺市男女共同参画プラン」
の策定を進めています。
■意見募集期間　1月29日㊊～2月29日㊍［必着］
★所定の様式に必要事項を記入の上、右記へお持
ちいただくか、郵送、FAX、メール、ホームペー
ジから提出してください。プラン案及び様式は、
1 月 29 日㊊から右記又は各行政局総務課（19
ページ参照）で配布するほか、ホームページから

【第 3次田辺市男女共同参画プラン】
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■対談トーク  「Sencha［煎茶］× Bunjinga［文
人画］  Bunjin 主義の真髄を探る」
★★ 2 月 25 日㊐  14 時～
★市立美術館「研修室」
■対談者　佃 一

い っ き

輝（一茶庵宗家）、橋爪 節
せ つ や

也（大
阪大学名誉教授）
★市立美術館
★ 0739（24）3770

「なにわの知の巨人」としても名高い作者の作品をぜひご覧ください

特別展「木村蒹葭堂と紀州の文人たち」
　江戸時代の博物学者・文人画家として著名な木
村蒹

け ん か ど う

葭堂（1736 ～ 1802）と、交友のあった紀
州の文人たちの活動を作品とともに紹介します。
★ 2 月 10 日㊏～ 3 月 24 日㊐
★ 10 時～ 17 時
★毎週㊊（2 月 12 日は開館）、2 月 13 日㊋、3
月 21 日㊍
★ 600 円（学生及び 18 歳未満は無料）
■展示解説会
★★ 2 月 17 日㊏、3 月 16 日㊏  14 時～
★市立美術館「展示室」

くまびで作ろう !②「モルタルでベンチをつくろう」

美術館でワークショップを開催します
　和歌山県湯浅町出身の陶芸家、橋本知

ともなり

成さんと
一緒に、橋本さんが作品の素材にしているモルタ
ルを使ってベンチを作るワークショップです。完
成したベンチは 3 月 24 日㊐～ 31 日㊐まで熊野
古道なかへち美術館で公開します。
★★ 3 月 20 日㊌㊗  13 時～ 15 時
☆熊野古道なかへち美術館
☆小学 5 年生以上

※小学生は保護者の同伴が必要です。
☆ 10 名［先着］
☆ 3 月 2 日㊏ 10 時以降に、下記へ電話又は申込
みフォームからお申し込みください。
☆市立美術館
★ 0739（24）3770
★ https://logoform.jp/f/vwEvO

たなべ暮らしをもっと楽しく

みんなでつくる田辺のしあさって
～ミカタが変わる学びのチカラ～

★★２月 18 日㊐  13 時 30 分～ 16 時
★たなべる 2 階「大会議室」
★市内に在住・在勤・在学の中学生以上の方
★ 60 名程度［先着］
★◇講演①　セカイに開かれた田辺から考えるコ
ミュニティデザインの可能性～公民館や社会教育
を基盤として～
■講師　西山 佳

よしたか

孝さん（公民館のしあさって）
◇講演②　集落におけるコミュニティデザインの
実践
■講師　大里 みずきさん（公民館のしあさって）

◇パネルディスカッション
・コーディネーター　西川 一

かずひろ

弘さん（和歌山大学教授）
・パネリスト　西山 佳孝さん、大里 みずきさん、
真砂 充

みつとし

敏 （田辺市長）
★ 2 月 15 日㊍ま で に 下 記 へ 電 話 又 は 申 込 み
フォームからお申し込みください。
★生涯学習課 生涯学習推進係（市民総合センター
3 階）
★ 0739（26）4908
★ https://logoform.jp/f/6dx5a

2 月 16 日㊎～ 3月 15日㊎に令和５年中の所得を申告してください

令和 6年度  市民税・県民税の申告について

　■必要書類　収入金額や必要経費が分かる書類
（給与・年金収入の方は源泉徴収票）、各種所得控
除を受けるために必要な証明書や明細書等、マイ
ナンバー及び本人確認書類
※申告内容により異なりますので、詳しくは下記
へお問い合わせください。
※代理で申告される場合は、納税義務者本人のマ
イナンバー確認書類（写しでも可）、代理人の本
人確認書類、委任状が必要です。
☆◇税務課 市民税係（本庁舎 2 階）
☆ 0739（26）9920
◇各行政局 住民福祉課
☆ 19 ページ参照

受付日 時間 会場

2 月 16 日㊎～
3月 15 日㊎
（平日のみ）

9時～ 16 時
・本庁舎別館 3 階「大会
議室」
・各行政局 住民福祉課 
住民係

2月 17 日㊏

9 時～ 15 時 税務課 市民税係

9時～ 12 時 JA 紀南 旧近野支所

9時～ 12 時 大塔行政局

9時～ 15 時 本宮行政局
13 時 30 分～
16 時 中辺路行政局

2月 24 日㊏

9 時～ 12 時 富里連絡所
14 時～
15 時 30 分 三川連絡所

3月 3日㊐
9 時～ 12 時
13 時～ 16 時 龍神行政局

スマホとマイナンバーカードで作成できます

確定申告は、e-Tax 申告が便利です！
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」から確定申告ができます。
【税務署での申告】
★ 2 月 16 日㊎～ 3 月 15 日㊎ （㊏㊐㊗を除く）
★ 9 時～ 16 時
　入場には整理券が必要です。整理券は税務署で

の当日発行又は国税庁 LINE 公式アカウントによ
る事前発行ができます。当日発行については状況
により早めに終了する場合があります。
☆ 国税相談専用ダイヤル
☆ 0570（00）5901

e-Tax での確定申告をされる方へ

年金の通知書が電子データで受け取れます
　社会保険料（国民年金保険料）控除証明書や公
的年金等の源泉徴収票は、マイナポータルで電子
データの受け取りが可能です。受け取ったデータ
を e―Tax 等に取り込むことで、簡単に確定申告
や年末調整ができます。
　既に紙で受け取った控除証明書や源泉徴収票を
電子データで受け取りたい場合は、「ねんきんネッ
ト」から「通知書の再交付申請」を行うことで、
受け取ることが可能です。

　詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧く
ださい。
★◇ねんきんネット専用ダイヤル
☆ 0570（058）555
※ 050 で始まる電話の方
★ 03（6700）1144
◇日本年金機構
☆ https://www.nenkin.go.jp

　申告書の提出は、受付会場へ直接お持ちいただくか、税務課市民税係まで郵送してください。所得税の
確定申告書を提出される方は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
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